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「電気設備の技術基準の解釈」の一部改正について 

 

                  平 成 ３ ０ 年 １ ０ 月 

            経 済 産 業 省 

                           産 業 保 安 グ ル ー プ 

            電 力 安 全 課 

１．改正の趣旨 

  国は、電気事業法（昭和 39年法律第 170号）に基づき、事業用電気工作物の技術基

準への適合を義務付けており、事業用電気工作物が適合しなければならない技術基準と

して、「電気設備に関する技術基準を定める省令」（平成 9 年通商産業省令第 52号。以

下「電技省令」という。）を定めている。 

電技省令の技術的要件を満たすものと認められる技術的内容については、「電気設備

の技術基準の解釈」（20130215商局第 4 号。以下「電技解釈」という。）において、

具体例などを示しているが、近年の安全基準の検討の進展等を踏まえ、電技解釈につい

て所要の改正を行う。 

 

２．具体的な改正内容 

（１） 電力変換装置の電路の絶縁性能に関する規定の改正 

○ 電路の絶縁性能については、電技省令第５条第２項において「事故時に想定され

る異常電圧を考慮し、絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならな

い」と定められており、これを受けた電技解釈１６条では、電技省令第５条第２

項の規定を満たす具体的な仕様が例示されている。 

○ 近年増加している太陽電池発電設備や風力発電設備等の分散型電源については、

それらを系統に接続するにあたり、交流・直流を変換する電力変換装置が必要で

あるが、このうち太陽電池発電設備に接続する逆変換装置（電力変換装置の一

種）の絶縁性能については、電技解釈第 16条第６項第５号に定めがある。 

○ 具体的には、電気学会電気規格調査会標準規格 JEC-2470(2005)「分散形電源系統

連系用電力変換装置」（以下「JEC-2470」という。）で定める試験方法により絶縁

耐力を有していることを確認した後、常規対地電圧（通常の運転状態で電路と大

地との間に加わる電圧）を電路と大地との間に連続して 10 分間加えて確認したと

きに、これに耐える性能を有すること、と規定されている。 

○ 他方、太陽電池発電設備以外の分散型電源に接続する電力変換装置であって、使

用電圧が低圧のものには、電技解釈第 16条第６項第１号イや同条第６項第３号等

が適用され、電路の種類に応じて、以下の表のとおり、最大使用電圧の 1倍～1.5

倍の試験電圧を電路と大地との間に連続して 10 分間加えたときに、これに耐える

性能を有すること、が求められており、現地での絶縁耐力試験について、太陽電

池発電設備に接続する逆変換装置に比べて、より厳しい仕様が例示されている。 

 

電路の種類  試験電圧  

交流  最大使用電圧の1.5倍の交流電圧（500V未満となる場合は500V）  

直流 最大使用電圧の1.5倍の直流電圧又は1倍の交流電圧 
（500V未満となる場合は、500V） 
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○ 今般、日本電気技術規格委員会（以下「JESC」という）において、太陽電池発電

設備に用いる逆変換装置以外の電力変換装置の電路の絶縁性能に関し、JEC-

2470(2005)「分散形電源系統連系用電力変換装置」（以下「JEC-2470」という。）

で定める試験方法により絶縁耐力を有していることを確認した後、常規対地電圧

（通常の運転状態で電路と大地との間に加わる電圧）を電路と大地との間に連続

して 10 分間加えることによる安全の確認方法の適否について、検討が行われた。

その結果、常規対地電圧を加えることによる確認であっても、必要な安全性が確

保できることが確認された。 

○ これを踏まえ、電技解釈第 16条第６項第５号の適用範囲を拡大し、太陽電池発電

設備に用いる逆変換装置以外の電力変換装置も対象とする改正を行う。 

（２） 太陽電池発電設備の支持物の強度に関する規定の改正 

○ 電気設備の施設に際しては、電技省令第４条に基づき、感電、火災等の防止が義

務付けられている。 

○ 電技解釈第 46 条では、太陽電池発電所等の電線等について電技省令４条を満たす

具体的な仕様が例示されているが、太陽電池発電設備の支持物については、日本

工業規格 JIS C 8955（2004）「太陽電池アレイ用支持物設計標準」に規定される強

度を有することが求められている。 

○ 一方、太陽電池発電設備については、ここ数年、公衆安全に影響を与える重大な

設備損壊被害が発生している状況にあった。また、日本工業規格 JIS C 8955につ

いては、支持物の強度をより高める観点から、2017年 3 月に改訂が行われた。そ

こで、太陽電池発電設備の安全を確保するための基準について、第 16回産業構造

審議会保安・消費生活用製品安全分科会電力安全小委員会（平成 30 年 3月）で審

議した結果、具体的な仕様の例示としては、改訂された日本工業規格 JIS C 8955

を採用することが適当とされた。これを踏まえ、電技解釈第 46条を改正する。 

（３） IEC 60364規格の制改定への対応 

○ 需要場所に設置される低圧の電気設備は、電技解釈第 218条に規定する IEC 60364

シリーズの規格に基づき施設できることとされている。 

○ 同シリーズの規格は随時制改定されているところ、同シリーズのうち近年制改定

された 5 規格については、一部の箇条を除き電技解釈に取り入れ可能であると確

認された。これを踏まえ、同条（218－1 表）を改正する。 

（４） 電技解釈で引用している JESC規格・JIS 規格の最新版への更新 

○ 電技解釈で引用している以下の規格について、保安水準には影響を与えない項目

について改正が行われたことを踏まえ、規格の名称を最新版に更新する。 

該当条文 引用規格 

第 129条【橋に施設する電線路】 JESC E2016 

第 130条【電線路専用橋等に施設する電線路】 JESC E2016 

第 133条【臨時電線路の施設】 JIS G3525 

 



経 済 産 業 省 

 

２０１８０８２４保局第２号 

 

 

電気設備の技術基準の解釈の一部を改正する規程を次のとおり定める。 
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経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官 福島 洋 

 

 

 

電気設備の技術基準の解釈の一部を改正する規程 

 

 

 

電気設備の技術基準の解釈（２０１３０２１５商局第４号）の一部を別紙の

新旧対照表のとおり改正する。 

 

 

 附 則 

 1 この規程は、公布の日から施行する。 

2 この規程の施行の際現に電気事業法第 48 条第 1 項の規定による電気事業

法施行規則第６５条第１項第１号に定める工事の計画の届け出がされ、

若しくは設置又は変更の工事に着手している太陽電池モジュールの支持

物については、改正後の電気設備の技術基準の解釈第 46 条第 2 項の規定

に関わらず、なお従前の例によることができる。 



 

別紙 

○電気設備の技術基準の解釈（20130215商局第4号）の一部を改正する規程 新旧対照表          （傍線部分は改正部分） 

改正 現行 

【太陽電池発電所等の電線等の施設】（省令第4条） 

第46条 （略） 

2 太陽電池モジュールの支持物は、次の各号に適合するものであること。 

一 支持物は、自重、地震荷重、風圧荷重、積雪荷重に対し安定であること。 

二 日本工業規格 JIS C 8955（2017）「太陽電池アレイ用支持物の設計用荷重算出方

法」によって算出される設計荷重を受けた際に生じる各部材の応力度が、その部材

の許容応力度以下になること。 

三 支持物を構成する各部材には、前号に規定する許容応力度を満たす設計に耐えう

る安定した品質をもつ材料を用いること。 

四 太陽電池モジュールと支持物の接合部、支持物の部材間及び支持物の架構部分と

基礎部分の接合部における存在応力を確実に伝える構造とすること。 

五 土地に自立して施設される支持物の基礎部分は、次の各号に適合するものである

こと。 

イ 杭基礎若しくは鉄筋コンクリート造の直接基礎又はこれらと同等以上の支持

力を有するものであること。 

ロ 上部構造から伝わる荷重に対して、上部構造に支障をきたす沈下、浮上がり及

び横方向への移動を生じないものであること。 

六 支持物に使用する部材は、腐食及び腐朽しにくい材料又は防食のための適切な措

置材料を使用すること。 

七 土地に自立して施設される太陽電池発電設備のうち設置面からの太陽電池アレ

イの最高高さが9mを超える場合には、更に建築基準法の工作物に基づく構造強度等

に係る各規定に適合するものであること。 

【太陽電池発電所等の電線等の施設】（省令第4条） 

第46条 （略） 

2 太陽電池モジュールの支持物は、支持物の高さにかかわらず日本工業規格 JIS C 

8955（2004）「太陽電池アレイ用支持物設計標準」に規定される強度を有するもので

あること。また、太陽電池発電設備の高さが4mを超える場合には、更に建築基準法の

工作物に適用される同法に基づく構造強度に係る各規定に適合するものであること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




